
入 札 説 明 書

アンダーライン部分は，別記に記載する。 

宇部工業高等専門学校の調達契約に係る入札公告（令和元年１１月２８日付け）に基づく入札

等については，独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則(独立行政法人国立高等専門学校機構

規則第３４号)，独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則（独立行政法人国立高等専

門学校機構規則第４１号。以下「契約事務取扱規則」という。）及び入札公告に定めるもののほ

か，この入札説明書によるものとする。 

１ 契約担当役等 

（1) 契約担当役 

宇部工業高等専門学校 事務部長 大西 由喜男

(2) 所属部局名 宇部工業高等専門学校 

(3) 所在地 〒７５５－８５５５  山口県宇部市常盤台２丁目１４番１号 

２ 調達内容 

(1) 購入等件名及び数量 英語 e ラーニング教材ソフトウェア 一式 

(2) 調達件名の特質等  別紙２仕様書による。 

(3) 納入期限      令和２年１月３１日（金） 

(4) 納入場所      宇部工業高等専門学校 

(5) 納入方法      一括納入 

(6) 入札方法 

落札者の決定は，最低価格落札方式をもって行うので，

① 競争加入者又はその代理人（以下「競争加入者等」という。）は，請負代金又は物品

代金の前金払の有無，前金払の割合又は金額，部分払の有無又はその支払回数等の

契約条件を別紙３契約書（案）及び契約事務取扱規則に基づき十分考慮して入札金

額を見積るものとする。また，購入物品の本体価格のほか，輸送費，保険料，関税及

び別紙２仕様書等に規定するもの等納入に要する一切の諸経費を含め入札金額を見

積るものとする。 

② 落札決定に当たっては，入札書に記載された金額に当該金額の 10 パ－セントに相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは，その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので，競争加入者等は，消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず，見積った契

約金額の 110分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。

(7) 入札保証金及び契約保証金 免除

３ 競争参加資格（該当事項は，必要書類の種類及び部数を指定した別紙１による。） 

(1) 契約事務取扱規則第４条の規定に該当しない者であること。 

(2) 契約事務取扱規則第５条に規定される次の各号のいずれかに該当すると認められるとき

は，その者について３年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことがある。その者を

代理人，支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。

① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし，又は物件の品質若しくは

数量に関して不正の行為をしたとき。 

② 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し，若しくは不正な利益を得る

ために連合したとき。 

③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 

④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 



⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。 

⑥ この項（この号を除く。）の規定により，一般競争に参加できないこととされてい

る者を，契約の締結又は契約の履行に当たり，代理人，支配人その他の使用人とし

て使用したとき。 

(3) 国の競争参加資格（全省庁統一資格）において，令和元年度に中国または九州・沖縄地域の

「物品の販売」のＡ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級に格付けされている者であること。 

なお，競争参加資格を有しない競争加入者は，速やかに資格審査申請を行う必要がある。

競争参加資格に関する問い合わせ先は，次のとおり。 

 〒７５５－８５５５ 山口県宇部市常盤台２丁目１４番１号 

                              宇部工業高等専門学校総務課契約係 

                               ＴＥＬ （０８３６）３５－４９７１

(4) 入札公告において，法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある者から

調達する場合にあっては，その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。 

（5) 入札公告において，日本工業規格を指定した場合にあっては，当該規格の物品を納入でき

ることを証明した者であること。 

上記以外の規格を指定した場合も上記に準じて証明した者であること。 

(6) 入札公告において，特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては，こ

れらの物品を納入できることを証明した者であること。 

(7) 入札公告において，研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては，当該体

制が整備されていることを証明した者であること。 

(8) 入札公告において，迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていること

とした場合にあっては，当該体制が整備されていることを証明した者であること。 

(9) 製造請負契約においては，製造物品に関する技術水準が高く，かつ製造実績があることを

証明した者であること。 

(10) 公正性かつ無差別性が確保されている場合は除き，本件調達の仕様の策定に直接関与して  

いない者であること。 

(11) 競争参加資格の審査が競争入札執行の日時までに終了した者であること。 

(12) 本件調達の入札において，「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」（昭和２

２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）に違反し，価格又はその他の点に関し，

公正な競争を不法に阻害するために入札を行った者でないこと。 

(13) 契約事務取扱規則第６条の規定に基づき，契約担当役が定める資格を有する者であること。 

(14) 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

(15) 誓約書の提出ができること。

(16) 次に掲げる法人等は，競争入札に参加することができない。

① 役員等に，暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がいる法人等

② 暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与している法人等 

③ 役員等又は使用人が，暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若し

くは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしている法人等 

④ 役員等又は使用人が，暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運

営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するな

ど暴力団の維持運営に協力し，又は関与している法人等 

⑤ 役員等又は使用人が，暴力団又は暴力団員等と社会的に避難されるべき関係を有して

いる法人等

⑥ 役員等又は使用人が，前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら，

これを利用するなどをしている法人等

４ 競争入札執行の日時及び場所等 

(1) 競争参加資格の確認のための書類，入札公告及び入札説明書に示した物品を納入又は請負

の 履行ができることを証明する書類（以下「納入又は履行ができることを証明する書類」

という。）の提出期限及び提出場所，契約条項を示す場所並びに問い合わせ先 



書類の提出期限 令和元年１２月１７日（火） １７時００分 

〒７５５－８５５５ 山口県宇部市常盤台２丁目１４番１号 

宇部工業高等専門学校総務課契約係 

ＴＥＬ （０８３６）３５－４９７１ 

(2) 入札説明会の日時及び場所 

該当なし

(3) 競争入札執行の日時及び場所 

令和元年１２月２５日（水） １３時００分 

宇部工業高等専門学校中会議室 

     （競争加入者等は，入札開始時刻の１５分前までに到着し，その旨を係員に届け出る

こと。) 

(4) 入札書の提出方法

① 競争加入者等は，別紙２仕様書及び別紙３契約書（案）を熟覧のうえ入札しなければ

ならない。この場合において，当該仕様書等に疑義がある場合は，上記４の(1)に掲げ

る者に説明を求めることができる。

ただし，入札後別紙２仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し出る

ことはできない。 

② 競争加入者等は，競争入札執行時に配布する別紙様式の入札書に次に掲げる事項を記

載したものを封書に入れ封印し，かつ，その封皮に氏名（法人の場合はその名称又は

商号）及び「令和元年１２月２５日開札「英語 e ラーニング教材ソフトウェア 一式」

の入札書在中」と朱書きしたうえ，直接提出又は郵送するものとする。

(ｱ) 請負又は供給物品名

(ｲ) 入札金額

(ｳ) 競争加入者本人の住所，氏名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏

名）及び押印（外国人の署名を含む。以下同じ）

(ｴ) 代理人が入札する場合は，競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は，その

名称又は商号及び代表者の氏名），代理人であることの表示並びに当該代理人の

氏名及び押印 

③ 郵便（書留郵便に限る。）により提出する場合は二重封筒とし，表封筒に「令和元年

１２月２５日開札「英語 e ラーニング教材ソフトウェア 一式」の入札書在中」と朱

書し，中封筒の表皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し，上記４の(1)宛
に入札書の受領期限までに送付しなければならない。

なお，電報，ファクシミリ，電話その他の方法による入札は認めない。

④ 競争加入者等は，入札書の記載事項を訂正する場合は，当該訂正部分について押印を

しておかなければならない。

⑤ 競争加入者等は，その提出した入札書の引換え，変更又は取消しをすることができな

い。 

(5) 入札の無効 

 入札書で次の各号のいずれかに該当するものは，これを無効とする。

① 入札公告及び入札説明書に示した競争参加資格のない者の提出したもの 

② 請負又は供給物品名及び入札金額のないもの 

③ 競争加入者本人の氏名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名）及び押

印のない又は判然としないもの 

④ 代理人が入札する場合は，競争加入者本人の氏名（法人の場合は，その名称又は商号

及び代表者の氏名），代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のな

い又は判然としないもの（記載のない又は判然としない事項が，競争加入者本人の氏

名（法人の場合は，その名称又は商号及び代表者の氏名）又は代理人であることの表

示である場合には，正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除

く。） 

⑤ 請負又は供給物品名に重大な誤りのあるもの 



⑥ 入札金額の記載が不明確なもの 

⑦ 入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押してないもの

⑧ 入札公告及び入札説明書に示した競争加入者等に要求される事項を履行しなかった

者の提出したもの

⑨ 競争参加資格の審査が競争入札執行の日時までに終了しないときのもの

⑩ 独占禁止法に違反し，価格又はその他の点に関し，公正な競争を不法に阻害したと認

められる者の提出したもの（この場合にあっては，当該入札書を提出した者の名前を

公表するものとする。）

⑪ その他入札に関する条件に違反したもの

(6) 入札の延期等

契約担当役は，競争加入者等が相連合し，又は不穏の挙動をする等の場合であって，競争入

札を公正に執行することができない状況にあると認められるときは，当該入札を延期し，又は

これを廃止することがある。

(7)代理人による入札

① 代理人が入札する場合は，入札時までに代理委任状を提出しなければならない。 

② 競争加入者等は，本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人を兼ねること

ができない。 

(8) 開札

① 競争入札執行場所には，競争加入者等並びに入札事務に関係のある職員（以下「入札

関係職員」という。）以外の者は入場することはできない。 

② 競争加入者等は，競争入札執行時刻後においては，競争入札執行場所に入場すること

はできない。 

③ 競争加入者等は，競争入札執行場所に入場しようとするときは，入札関係職員の求め

に応じ，身分証明書を提示しなければならない。この場合，代理人が上記４の(7)の①

に該当する代理人以外の者である場合にあっては，代理委任状を提出しなければなら

ない。 

④ 競争加入者等は，契約担当役が特にやむを得ない事情があると認める場合のほか，競

争入札執行場所を退場することはできない。 

⑤ 競争入札執行場所において，次の各号のいずれかに該当する者は当該競争入札執行場

所から退去させる。

(ｱ) 公正な競争の執行を妨げ又は妨げようとした者 

(ｲ) 公正な価格を害し又は不正の利益を得るために連合をした者

⑥ 開札をした場合において，競争加入者等の入札のうち，予定価格の制限に達した価格

の入札がないときは，再度の入札を行う。

５ その他 

(1) 契約手続きに使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

(2) 競争加入者等に要求される事項

① この一般競争に参加を希望する者は，納入又は履行ができることを証明する書類を，

上記３の競争参加資格を有することを証明する書類（以下「競争参加資格の確認のた

めの書類」という。）とともに，上記４の(1)の提出期限までに提出しなければならな

い。 

② 競争加入者等は，競争入札執行日の前日までの間において，契約担当役から納入又は

履行ができることを証明する書類及び競争参加資格の確認のための書類その他入札

公告及び入札説明書において求められた条件に関し，説明を求められた場合には，競

争加入者等の負担において 完全な説明をしなければならない。 

③ 競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については，すべて当

該競争加入者等又は契約の相手方が負担するものとする。 

(3) 競争参加資格の確認のための書類及び納入又は履行ができることを証明する書類

① 競争参加資格の確認のための書類及び納入又は履行ができることを証明する書類は



別紙１により作成する 

② 資料等の作成に要する費用は，競争参加者等の負担とする。 

③ 契約担当役は，提出された書類を競争参加資格の確認並びに入札公告及び入札説明書

に示した物品を納入又は請負を履行できるかどうかの判断以外に競争加入者等に無

断で使用することはない。 

④ 一旦受領した書類は返却しない。 

⑤ 一旦受領した書類の差し替え及び再提出は認めない。 

⑥ 競争加入者等が自己に有利な評価を受けることを目的として虚偽又は不正の記載を

したと判断される場合には，入札公告及び入札説明書に示した物品を納入又は請負を

履行できるかどうかの判断の対象としない。

(4) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。

① 上記４の(1 )に従い書類・資料を提出した競争加入者等であって，上記３の競争参加

資格及び入札説明書において明らかにした要求要件をすべて満たし，当該競争加入者

等の入札価格が独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第１６条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札

を行った競争加入者等を落札者とする。 

② 落札者となるべき者が二人以上あるときは，直ちに当該競争加入者等にくじを引か

せ，落札者を決定するものとする。また，競争加入者等のうちくじを引かない者があ

るときは，入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定す

るものとする。 

③ 入札公告において特定銘柄物品名又はこれと同等のものと特定した場合において，競

争加入者等からの同等のものを供給するとの申し出により応札物品内訳書を受領し

た場合で，競争加入者等から提出された資料等に基づき競争入札執行日の前日までに

同等の物品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。 

④ 製造請負契約について，契約の対象方となるべき者の申込みに係る価格によっては，

その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められ

るとき，又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそ

れがあって著しく不適当であると認められるときは，予定価格の制限の範囲内の価格

をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約

の相手方とすることがある。 

⑤ 契約担当役は，落札者を決定したときは，その日の翌日から７日以内に，落札者を

決定したこと，落札者の氏名及び住所並びに落札金額を，落札者とされなかった競

争加入者等に通知する。 

⑥ 落札者が，指定の期日までに正当な理由なく契約書の取り交わしをしないときは，落

札の決定を取り消すものとする。 

(5) 手続きにおける交渉の有無 無 

(6) 契約書の作成

① 競争入札を執行し，契約の相手方が決定したときは，契約の相手方として決定した日

から７日以内（契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは，指定の期日

まで）に契約書の取り交わしをするものとする。 

② 契約書を作成する場合において，契約の相手方が遠隔地にあるときは，まず，その者

が契約書の案に記名押印し，更に契約担当役が当該契約書の案の送付を受けてこれに

記名押印するものとする。 

③ 上記②の場合において，契約担当役が記名押印したときは，当該契約書の１通を契約

の相手方に送付するものとする。 

④ 契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ，本契約は確定しな

いものとする。 

⑤ 提出された入札機器の技術仕様等について，すべて契約書にその内容を記載するもの

とする。



(7) 支払条件 

代金の支払いは，別紙３契約書（案）に定めるとおりとする。 

(8) 契約金額の内訳書 

契約担当役が必要と認める場合，落札者は，落札決定後速やかに内訳書を提出するものとす

る。 

(9) 調達件名の検査等

① 落札者が提出した納入又は履行ができることを証明する書類の内容は，別紙２仕様

書等と同様にすべて納入検査等の対象とする。 

② 納入検査終了後，当該物品を使用している期間中において，落札者が提出した納入

又は履行ができることを証明する書類について虚偽の記載があることが判明した場

合には，落札者に対して損害賠償等を求める場合がある。 

(10) その他詳細規定  該当なし 

別紙様式 

  別 紙１  提出すべき入札関係書類 

  別 紙２  仕 様 書 

  別 紙３  契約書（案） 

  別 紙４  委任状・入札書 

  別 紙５  技術仕様書作成要領 

  別 紙６  競争参加資格に関する誓約書 

 別 紙７  アフターサービス・メンテナンス体制証明書 

  別 紙８  誓約書の提出について 

  別 紙９  個人情報管理状況等確認書の提出について 



別 記 

宇部工業高等専門学校の調達契約に係る入札公告（令和元年１１月２８日付け）に基づく入札 

２ 調達内容 

(1) 購入等件名及び数量 英語 e ラーニング教材ソフトウェア 一式 

(2) 調達件名の特質等  別紙２仕様書による。 

(3) 納入期限      令和２年１月３１日（金） 

(4) 納入場所      宇部工業高等専門学校 

(5) 納入方法      一括納入 

(6) 入札方法 

  落札者の決定は，最低価格落札方式をもって行うので， 

  ① 競争加入者又はその代理人（以下「競争加入者等」という。）は，請負代金又は物品代

金の前金払の有無，前金払の割合又は金額，部分払の有無又はその支払回数等の契約条件

を別紙３契約書（案）及び契約事務取扱規則に基づき十分考慮して入札金額を見積るもの

とする。また，購入物品の本体価格のほか，輸送費，保険料，関税及び別紙２仕様書等に

規定するもの等納入に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積るものとする。 

３ 競争参加資格 

 (3) 国の競争参加資格（全省庁統一資格）において，令和元年度に中国または九州・沖縄地域

の「物品の販売」のＡ，Ｂ，Ｃ又はＤ等級に格付けされている者であること。 

４ 競争入札執行の日時及び場所等 

 (1)  競争参加資格の確認のための書類，入札公告及び入札説明書に示した物品を納入又は請

負の 履行ができることを証明する書類（以下「納入又は履行ができることを証明する書類」

という。）の提出期限及び提出場所，契約条項を示す場所並びに問い合わせ先

書類の提出期限   令和元年１２月１７日（火） １７時００分 

    〒７５５－８５５５ 山口県宇部市常盤台２丁目１４番１号

宇部工業高等専門学校総務課契約係

ＴＥＬ （０８３６）３５－４９７１ 

(2) 入札説明会の日時及び場所 

 該当なし 

 (3) 競争入札執行の日時及び場所

    令和元年１２月２５日（水） １３時００分 

宇部工業高等専門学校中会議室 

     （競争加入者等は，入札開始時刻の１５分前までに到着し，その旨を係員に届け出る

こと。) 

５ その他 

 (8) 契約金額の内訳書 

   落札者は，落札決定後速やかに内訳書を提出するものとする。 

(10) その他詳細規定 

 該当なし 
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提出すべき入札関係書類（提出期限 12 月 17 日（火）17 時 00 分） 

１．競争参加資格の確認のための書類

(1) 令和元年度の一般競争（指名競争）参加資格の資格審査結果通知

書（全省庁統一資格）の写し 

・・・１部 

(2) 入札公告において，迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制

が整備されていることとした場合にあっては，当該体制が整備されて

いることを証明した書類 

・・・１部 

 (3) 入札説明書３の競争参加資格(1)，(2)及び(14)に該当しない者であ

ることを誓約した書類 

・・・１部 

２．納入又は履行ができることを証明する書類  

(1) 応札物品内訳書 ・・・３部 

(2) 応札仕様の対応合致説明書（技術仕様書） 

仕様書の各機器・ソフトウェアの「要求仕様」の各項目と「応札仕

様」の対応合致を数値又は具体的な表現で記載すること。また，備考

欄にカタログ又は資料での掲載ページを記載すること。 

・・・３部 

(3) 入札機器のカタログ，資料等カタログ，資料等に付箋を貼り，仕様

書の要求項目の番号を記載すること。 

・・・３部 

(4) 入札機器の構成図・構成内訳  該当なし 

(5) 搬入，設置及び調整の日程表 ・・・１部 

(6) 導入時講習会の日程表等，支援体制を表す書類 ・・・１部 

(7) 入札機器の定価証明書 ・・・１部 

(8) 入札機器の参考見積書 ・・・１部 

(9) 入札機器及び類似機器の納入実績表 ・・・１部 

３．その他必要書類

(1) 誓約書の提出について（別紙８） 

   契約の相手方となった場合，契約締結前に誓約書（別紙８）の提

出を求めるため，その可否について記載すること。不可の場合はそ

の理由を具体的に明記すること。 

・・・１部 

(2) 個人情報管理状況等確認書の提出について（別紙９） 

   契約の相手方となった場合，契約締結前に個人情報管理状況等確

認書（別紙９）の提出を求めるため，確認しておくこと。 

(3) 入札書・委任状 ・・・１部 

  （注）上記提出書類の他，補足資料の提出を求める場合がある。 
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仕 様 書 

英語 eラーニング教材ソフトウェア 一式 

宇部工業高等専門学校 
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Ⅰ．調達の概要 

１．調達の目的 

   英語での表現力向上の礎となる語彙力増強に関して，獲得した語彙力や文法力を

学生自身が短期スパンで確認でき，かつ教員がその進捗を確認できる仕組みを ICT

活用により実現する。 

２．調達物品および数量 

英語 eラーニングソフトウェア 一式 

３．利用サービス期間 

   令和２年２月１日～令和６年１月 31 日 

４．納入場所 

   宇部工業高等専門学校 

５．技術的要件の概要 

(1) 本件調達物品にかかわる性能，機能及び技術等（以下「性能等」という。）の

要件（以下「技術的要件」という。）は，「Ⅱ．調達物品に備えるべき技術的要件」

に示すとおりである。 

(2) 技術的要件は全て必須の要件である。 

(3) 必須の要件は本校が必要とする最低条件を示しており，入札物品の性能等がこ

れらを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり，落札決定の対

象から除外する。 

(4) 入札物品の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は，本校の技術審

査員により，入札物品に係る技術仕様書を含む入札説明書で求める提出資料の内

容を審査して行う。 

６．その他 

6-1 提案する物品に関する留意事項 

提案する物品は，原則として入札時点で製品化され技術的に確立されているこ

と。ただし，入札時点で製品化されていない物品で応札する場合には，技術的要

件を満たすことが可能な旨の説明書，開発計画書，納入期限に間に合うことの根

拠を十分に説明できる資料及び確約書等を提出すること。なお，これらの正否は

技術審査による。 
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6-2 提出する技術仕様書に関する留意事項 

(1) 技術仕様書が本仕様書の要件をどのように満たすか，あるいはどのように実現

するかを要件ごとに具体的かつ分かりやすく記載すること。したがって，審査す

るにあたって技術仕様書の根拠が不明瞭，説明が不十分で技術審査に重大な支障

があると判断した場合は，要件を満たしていないものとみなす。 

(2) 技術仕様書等に関する照会先及び担当者名を明記し，担当職員がいつでも直接

連絡を取れる体制を確保すること。 

(3) 技術仕様書等の内容について，問い合わせやヒアリングを行う場合がある。 

Ⅱ．調達物品に備えるべき技術的要件 

１．基本的事項 

(1) 学内外を問わず，パソコンやモバイル端末からブラウザー（Microsoft  Edge，

Google Chrome 等）上で語学学習ができるシステムであること。もしくは，スマ

ートフォン・タブレット(動作環境 iOS12．0 以上，Android7.0 以上)上で専用ア

プリを利用して語学学習ができること。 

(2) 1200 以上のアカウントが登録でき，100 人以上の学生が同時に使用できるこ

と。 

(3) 学生が能力に応じて学習できるコースとして，語彙力学習の教材を備えている

こと。 

(4) 学習者が学習するユニットを自由に選択して自主的に学習できるシステムで

あること。 

２. 学習機能 

(1) 5,500 語以上の学習が可能であること。 

(2) 基礎的なレベルから上級者レベルまでレベル別の学習が可能であること。 

(3) 1 つの単語について「英語を見て日本語を答える問題」と「日本語を見て英語

を答える問題」の機能を有すること。 

(4) 学習した単語を使った例文の空所補充問題の機能を有すること。 

(5) 不正解した単語が学習者個別のリストに登録され，それらを復習できる機能を

有すること。 

３．アカウント機能 

 3-1 統括者アカウント（専任の教職員） 

(1) 統括者アカウントを 1以上有すること。 

(2) 統括者アカウントでは，全クラスの学習履歴を確認できること。 
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(3) 学習者には任意の属性情報を２個以上設定できること。 

(4) 学習者をクラス分けして管理できること。 

(5) クラス単位で学習履歴を参照できること。 

(6) 学習履歴データをサーバ上で管理でき，学習者個別の累計学習時間，学習進捗

率などをブラウザーから確認できる機能を有すること。 

(7) 個人毎の学習履歴・学習進度を参照でき，タブ区切りまたはカンマ区切りのテ

キストファイルへ書き出しが可能であること。 

3-2 管理者アカウント（クラス担任等） 

(1) 管理者用アカウントを 35 以上有すること。 

(2) 管理者用アカウントには，対象のクラスのみ参照可能となるよう権限設定を行

うこと。 

(3) 学習者には任意の属性情報を２個以上設定できること。 

(4) 参照権限のあるクラスに対して学習履歴を参照できること。 

(5) 学習履歴データをサーバ上で管理でき，学習者個別の累計学習時間，学習進捗

率などをブラウザーから確認できる機能を有すること。 

(6) 参照権限のある個人毎の，学習履歴・学習進度を参照でき，タブ区切りまたは

カンマ区切りのテキストファイルへ書き出しが可能であること。 

４．学習管理 

(1) 学習者および管理者の登録・削除ができること。 

(2) クラス作成，クラスへの学習者登録，クラスへの管理者設定の権限を設定でき

ること。 

Ⅲ．性能，機能以外の要件 

１．導入，登録費等 

(1) 導入に係る調整及び設定に要する全て費用は本調達に含むものとする。 

(2) 初回の環境設定・コース登録・統括者アカウント及び管理者アカウント登録等

の登録費は本調達に含むものとする。 

２．運用保守体制 

(1) 利用期間中の保守サービス，登録作業等の操作説明支援，システム上の問題解

決支援は本調達に含むものとする。 

(2) 学習者の ID とパスワードが印刷された文書を学習者に配布できるようなフォ

ーマットを用意し，運用のための支援を行うこと。 
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(3) システムがバージョンアップする際は，本校と事前に協議すること。 

Ⅳ．その他 

本仕様書に記載のない事項，あるいは不明な点がある場合は，委託者と協議し,

その指示に従い誠意をもって対応すること。 
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物 品 供 給 契 約 書（案） 

 物品名及び数量 英語 e ラーニング教材ソフトウェア 一式 

 代金額  金      円也（うち消費税額及び地方消費税額    円） 

  上記消費税額は，消費税法第 28 条第１項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及 

  び第 72 条の 83 の規定に基づき，代金額に 110 分の 10 を乗じて得た額である。 

 発注者 独立行政法人国立高等専門学校機構宇部工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 

大西由喜男 と 供給者 ○○○○○ 代理人 ○○○○との間において，上記の物品（以

下「物品」という。）について上記の契約金額で，供給契約を結ぶものとする。 

第１条 供給者は，発注者に対し物品の供給をするものとする。 

第２条 物品は，宇部工業高等専門学校に納入するものとする。 

第３条 物品の納入期限は，令和２年１月 31 日とする。 

第４条 納品書は，宇部工業高等専門学校 総務課契約係に送付するものとする。 

第５条 代金は，検査後，適正な請求書を受理した日から 60 日以内に１回に支払うもの

とする。 

第６条 代金の請求書は，宇部工業高等専門学校 総務課契約係に送付するものとする。 

第７条 契約保証金は，免除する。 

第８条 供給者は，この契約に関して，次の各号の一つに該当するときは，契約金額の 10 

分の１に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければなら

ない。 

一 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。  

以下「独占禁止法」という。）第３条又は第 19 条の規定に違反し，又は供給者が構

成員である事業者団体が同法第８条第１項第１号の規定に違反したことにより，公正

取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して，同法第 49 条第

１項に規定する排除措置命令又は同法第 50 条第１項に規定する納付命令を行い，当

該命令又は同法第 66 条第４項の審決が確定したとき。ただし，供給者が同法第 19 条

の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第２条第９項の規定に基づく不

公正な取引方法（昭和 57 年公正取引委員会告示第 15 号）第６項に規定する不当廉売

の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として，供給者がこれを証明し，その

証明を発注者が認めたときは，この限りでない。 

二 公正取引委員会が，供給者に対して独占禁止法第７条の２第 13 項又は第 16 項の規

定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 

三 供給者（供給者が法人の場合であっては，その役員又は使用人）が刑法（明治 40 年

法律第 45 号）第 96 条の３又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第

１号の規定による刑が確定したとき。 

２ 前項の規定は，発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合におい

て，発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

３ 供給者は，この契約に関して，第１項の各号の一つに該当することとなった場合には，

速やかに，当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。 

第９条 発注者は，供給者が前条各号のいずれかに該当したときは，契約を解除すること

ができる。 
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第 10 条 発注者は，供給者が次のいずれかに該当するときは文書をもって通知し，直ち

に契約を解除することができる。 

一 役員等（供給者が個人である場合にはその者を，供給者が法人である場合にはそ

の役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。

以下この条において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号。以下「暴力対策法」という。）第２条第６号に規定する暴力

団員（以下この条において「暴力団員」という。）であると認められるとき。 

 二 暴力団（暴力団対策法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この条におい

て同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

三 役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を    

加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

四 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供給するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると

認められるとき。 

 五 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認

められるとき。 

六 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方が第１号から第   

５号までのいずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認め

られるとき。 

七 供給者が，第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の

購入契約その他の契約の相手方としていた場合（第６号に該当する場合を除く。）

に，発注者が供給者に対して当該契約の解除を求め，供給者がこれに従わなかった

とき。  

第 11 条 この契約についての必要な細目は，独立行政法人国立高等専門学校が定めた契

約事務取扱規則によるものとする。 

第 12 条 この契約に定めのない事項について，これを定める必要がある場合は，発注者

供給者間において協議して定めるものとする。 

第 13 条 この契約において紛争が生じ，双方の協議により解決しないときの訴えの管轄

は，宇部工業高等専門学校所在地を管轄区域とする山口地方裁判所とする。 

 上記契約の成立を証するため，発注者・供給者は次に記名し印を押すものとする。 

 なお，この契約書は２通作成し，双方で各１通を所持するものとする。 

     令和  年  月  日 

                発注者 山口県宇部市常盤台２丁目１４番１号 

                    独立行政法人国立高等専門学校機構 

宇部工業高等専門学校 

契約担当役 事務部長 大西 由喜男 印 

                                供給者 
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別記 

個人情報取扱業務契約遵守事項 

当事項は，独立行政法人国立高等専門学校機構個人情報管理規則（独立行政法人国立高

等専門学校機構規則第６５号）第１９条に基づき，独立行政法人国立高等専門学校機構

本部及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する学校（以下「機構」という。）

が保有する個人情報（死者の個人番号を含む。以下，単に「保有個人情報」という。）

の取扱いに係る業務を機構以外のものに委託するすべての契約に関する遵守事項等を

示すものである。 

（個人情報取扱業務契約遵守事項の周知等） 

第１ 機構は，入札の方法による契約にあっては入札の前，また，随意契約にあっては

見積書を徴取する前に，相手方に対し，当事項の内容を周知する。 

２ 契約を受託しようとする者は，当事項の内容を確認のうえ，入札及び見積書の提出

を行わなければならない。 

（責任者等の確認） 

第２ 機構は，保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には，個人情報

の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう，必要な措置を講ず

る。また，契約書に第３から第９に掲げる事項を明記するとともに，委託先における責

任者及び業務従事者の管理及び実施体制，個人情報の管理の状況についての検査に関す

る事項等の必要な事項について書面（様式１「個人情報管理状況等確認書」（以下「確

認書」という。））で確認する。 

２ 受託者は，契約書に第３から第９に掲げる事項を明記するとともに，受託先におけ

る責任者及び業務従事者の管理及び実施体制，個人情報の管理の状況についての検査に

関する事項等の必要な事項について，「確認書」を機構に提出しなければならない。 

（個人情報に関する秘密保持，目的外利用の禁止等の義務） 

第３ 受託者は，当該契約による業務の処理 

に当たって，個人情報の管理を適正に実施するため，責任者を定め業務従事者を管理す

るための実施体制等を適正に整備しなければならない。 

２ 受託者は，当該契約による業務に関して知り得た個人情報を他人に知らせ，又は不

当な目的に使用してはならない。当該契約が終了し，又は解除された後においても同様

とする。 

３ 受託者は，当該契約による業務を行うために個人情報を収集するときは，当該業務

の目的を達成するために必要な範囲内で，適法かつ公正な手段により行わなければなら

ない。 

４ 受託者は，業務従事者に対し，在職中及び退職後においても当該契約による業務に

関して知り得た個人情報を他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならないこと，

個人情報の違法な利用及び提供に対して罰則が適用される可能性があることその他個

人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

また，受託者は当該契約による業務を処理するために取り扱う個人情報の適切な管理が

図られるよう，業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

５ 受託者は，機構の指示がある場合を除き，当該契約による業務によって知り得た個

人情報を当該契約の目的以外の目的に利用し，又は機構の承諾無しに第三者に提供して

はならない。 
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６ 受託者は，当該契約による業務により知り得た個人情報について，漏洩，滅失及び

毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなけれ

ばならない。 

７ 受託者は，業務従事者に対し，電磁的記録の資料等は暗号化等個人情報の漏洩防止

対策を十分に講じた上で運搬することその他の安全確保のために必要な指示を行わな

ければならない。 

８ 受託者は，保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合に

は，労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなけれ

ばならない。 

（再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項） 

第４ 受託者は，当該契約による業務の全部又は一部について第三者に再委託（再委託

先が委託先の子会社（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定す

る子会社をいう。）である場合を含む。以下、再委託先の第三者を単に「再委託先」と

いう。）をしてはならない。ただし，受託者が再委託先及び委託の範囲を機構に対して

報告し，予め機構の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。保有個人情報の取扱

いに係る業務を再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 

（個人情報の複製等の制限に関する事項） 

第５ 受託者は，当該契約による業務を処理するために機構から引き渡された個人情報

が記録された資料等を機構の承諾無しに複写し，又は複製してはならない。 

（個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項） 

第６ 受託者は，個人情報の漏洩，滅失又は毀損その他の事故が発生し，又は発生する

おそれのあることを知ったときは，速やかに機構に報告し，機構の指示に従わなければ

ならない。 

（委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項） 

第７ 受託者は，当該契約による業務を処理するために，機構から提供を受け，又は自

らが収集し，若しくは作成した個人情報を記録した資料等は，法令に特別の定めがある

場合を除いて，当該契約による業務処理の完了後，直ちに機構に返還し，又は引き渡す

ものとし，機構の承諾を得て行った複写又は複製物については，廃棄又は消去しなけれ

ばならない。ただし，機構が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

（違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項） 

第８ 機構は，受託者がその責めに帰すべき事由により，第２から第７に違反したとき

は，当該契約を解除することができる。 

２ 受託者は，その責めに帰すべき事由により，当該契約による業務の処理に関し，機

構又は第三者に損害を与えたときは，その損害を賠償しなければならない。再委託先の

責めに帰する事由により機構又は第三者に損害を与えたときも同様とする。 

（特定個人情報の取扱い） 

第９ 受託者は，特定個人情報の取扱いに係る業務に当たっては，特定個人情報に関す

る適正な取扱いのため，当該契約による業務の遂行にあたり，特定個人情報に関する管

理責任者を定めるものとする。 

２ 受託者は，特定個人情報を取扱う従業員等の範囲を限定し，当該従業員等に対して

必要かつ適切な監督及び教育をおこなうものとする。 
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３ 受託者は，特定個人情報の授受媒体，授受方法，授受記録の方法及び取扱い場所等

を安全管理の観点から，書面により別途定めるものとする。 

４ 受託者は，機構の書面による承諾なしに，前項に定める特定個人情報の取扱い場所

から，特定個人情報を持ち出してはならないものとする。 

５ 機構は，受託者における本契約の遵守状況を確認するために必要な限度において，

受託者に対する書面による事前の通知により，報告等を求めることができるものとす

る。この場合，受託者は，事業の運営に支障が生ずるときその他の正当な理由がある場

合を除き，これに応じるものとする。 

（実地検査） 

第１０ 機構は，保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には，委託す

る業務に係る保有個人情報等の秘匿性等その内容やその量等に応じて，受託者における

管理体制及び実施体制や個人情報管理の状況について，少なくとも年１回以上，契約期

間中の適切な時期において，原則として実地検査により確認（様式２「個人情報の取扱

いに係る委託契約に関する検査確認書」により確認）する。 

２ 受託者は，特別の事情がある場合を除き，前項の実地検査に協力するものとする。 

３ 特別の事情等により第１項に定める実地検査が行えない場合は，書面（様式３「個

人情報の取扱いに係る委託契約に関する報告書」）による確認をもって代えることがで

きるものとする。 

（再委託先等への措置） 

第１１ 受託者が，保有個人情報の取扱いに係る業務を再委託する場合には，再委託先

に第２から第９の措置を講じさせるとともに，再委託される業務に係る保有個人情報の

秘匿性等その他の内容に応じて，受託者が第１０の措置を実施しなければならない。保

有個人情報の取扱いに係る業務を再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。 

（その他） 

第１２ 機構は，保有個人情報を提供又は業務委託する場合には，漏えい等による被害

発生のリスクを低減する観点から，提供先の利用目的，委託する業務の内容，保有個人

情報の秘匿性等その内容などを考慮し，必要に応じ，氏名を番号に置き換える等の匿名

化措置を講ずるものとする。 
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一般競争入札における委任状・入札書について 

1 競争加入者本人（競争参加資格者名簿に登録されている者（以下「本社（本店）」という。））が

入札する場合 

別紙４－６の入札書 

2 本社（本店）の委任を受けて、代理人（営業担当者等）が入札し、本社（本店）と契約する場合 

別紙４－７の入札書 

  別紙４－４の委任状 

3 本社（本店）の委任を受けて、代理人（支店長等）が入札し、支店等と契約する場合 

  別紙４－７の入札書 

 別紙４－３の委任状 又は 別紙４－２の委任状（期限付きで権限を委任する場合）

4 本社（本店）の委任を受けて、支店等で支店長等の代理人（復代理人）が入札し、支店等と契

約する場合 

  別紙４－８の入札書 

   別紙４－３の委任状 又は 別紙４－２の委任状（期限付きで権限を委任する場合） 

   別紙４－５の委任状 
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                                      記入例

令和○○年○○月○○日 

宇部工業高等専門学校 御中 

委 任 者 （住所）○○県○○市○○町○丁目○番地○の○ 

（法人名）○○○○株式会社 

（役職・氏名）代表取締役 ○ ○ ○ ○  

委  任  状 

 私は、下記の者を代理人と定め、貴校との間における下記の一切の権限を委任します。 

記 

受  任  者  （住所）○○県○○市○○町２－２－２ 

       （法人名）○○○○株式会社 ○○営業所 

        （役職・氏名）営業所長 ○ ○ ○ ○ 

委 任 事 項  １．入札及び見積りに関する件 

   ２．契約締結に関する件 

   ３．入札保証金及び契約保証金の納付並びに還付に関する件 

   ４．契約物品の納入に関する件 

   ５．契約代金の請求及び受領に関する件 

   ６．復代理人の選任に関する件 

   ７．その他契約に関する一切の権限 

委 任 期 間  令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日 

受任者使用印鑑 
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                                     記入例

令和○○年○○月○○日 

宇部工業高等専門学校 御中 

委 任 者 （住所）○○県○○市○○町○丁目○番地○の○ 

（法人名）○○○○株式会社 

（役職・氏名）代表取締役 ○ ○ ○ ○  

委  任  状 

 私は、下記の者を代理人と定め、貴校との間における下記の事項に関し、下記の一切の権限を委任し

ます。 

記 

事 項 名 令和○○年○○月○○日宇部工業高等専門学校において行われる○○○○

の一般競争入札に関する件 

受  任  者  （住所）○○県○○市○○町２－２－２ 

       （法人名）○○○○株式会社 ○○営業所 

        （役職・氏名）所長 ○ ○ ○ ○ 

委 任 事 項  １．入札及び見積りに関する件 

   ２．契約締結に関する件 

   ３．入札保証金及び契約保証金の納付並びに還付に関する件 

   ４．契約物品の納入に関する件 

   ５．契約代金の請求及び受領に関する件 

   ６．復代理人の選任に関する件 

   ７．その他契約に関する一切の権限 

受任者使用印鑑 
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                                     記入例

令和○○年○○月○○日 

宇部工業高等専門学校 御中 

委 任 者 （住所）○○県○○市○○町○丁目○番地○の○ 

（法人名）○○○○株式会社 

（役職・氏名）代表取締役 ○ ○ ○ ○  

委  任  状 

 私は、○ ○ ○ ○ を代理人と定め、貴校との間における下記の事項に関し、下記の一切の権限

を委任します。 

記 

事 項 名 令和○○年○○月○○日宇部工業高等専門学校において行われる○○○○

の一般競争入札に関する件 

受任者使用印鑑 
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                                     記入例

令和○○年○○月○○日 

宇部工業高等専門学校 御中 

委 任 者 （住所）○○県○○市○○町２－２－２ 

                    （法人名）○○○○株式会社 ○○営業所 

                     （役職・氏名）営業所長 ○ ○ ○ ○   

委  任  状 

 私は、○○○○を○○○○株式会社代表取締役○○○○の復代理人と定め、貴校との間における下記

の事項に関し、下記の一切の権限を委任します。 

記 

事 項 名 令和○○年○○月○○日宇部工業高等専門学校において行われる○○○○

の一般競争入札に関する件 

受任者使用印鑑 
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                                     記入例

入  札  書

供給すべき物品の表示

○○○○○○○○○○  ○○台

入 札 金 額

金            円也

独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則を熟知し、仕様書に従

って上記の物品を供給するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金

額によって入札します。

令和  年  月  日

宇部工業高等専門学校 御中

競争加入者

住   所 ○○県○○市○○町○丁目○番地○の○

氏   名  ○○○○株式会社

代表取締役 ○ ○ ○ ○   印  

(備考) 

 (1) 競争加入者の氏名は、法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記

載し押印すること。 

 (2) 代理人が入札するときは、競争加入者本人の住所及び氏名（法人の場合は、そ

の名称又は商号及び代表者の氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の

氏名を記載し、かつ、押印すること。 



別紙４－７ 

                                     記入例

入  札  書

供給すべき物品の表示

○○○○○○○○○○  ○○台

入 札 金 額

金            円也

独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則を熟知し、仕様書に従

って上記の物品を供給するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金

額によって入札します。

令和  年  月  日

宇部工業高等専門学校 御中

競争加入者 

               住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番地○の○ 

               氏 名 ○○○○株式会社 

         代表取締役 ○ ○ ○ ○ 

代 理 人 

               氏 名 ○○○○株式会社 

                   ○○営業所長 ○ ○ ○ ○   

          又は 

            代 理 人 

氏 名 ○ ○ ○ ○   

                     （営業担当者等） 



別紙４－８ 

                                     記入例

入  札  書

供給すべき物品の表示

○○○○○○○○○○  ○○台

入 札 金 額

金            円也

独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則を熟知し、仕様書に従

って上記の物品を供給するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金

額によって入札します。

令和  年  月  日

宇部工業高等専門学校 御中

 競争加入者 

               住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番地○の○ 

               氏 名 ○○○○株式会社 

                   代表取締役 ○ ○ ○ ○ 

             復 代 理 人

氏 名 ○ ○ ○ ○    

（別紙 5-1） 



別紙５ 

技術仕様書作成要領 

1．書 式  Ａ４判横長 横書き（長辺上部で製本すること。） 

2．総 ペ ー ジ 数  制限なし（下部中央にページ番号を付すこと。） 

3．部 数  ３部 

4．技術仕様書は日本語で記載するものとし，作成等に係る費用については，落札，不落に

かかわらず応札者の負担とする。また，提出された技術仕様書等については返却しない。 



別紙６

競争参加資格に関する誓約書 

宇部工業高等専門学校契約担当役  

事務部長 大西 由喜男 殿 

                               住所 

                          申請者  商号又は名称 

                                 代表者                    印 

 申請者は、令和元年１１月２８日付けで公告のあった「英語 e ラーニング教材ソフトウェア 一式」

の入札に参加するものに必要な下記の資格を有していることを誓約します。 

1. 独立行政法人国立高等専門学校機構契約事務取扱規則第４条の規定に該当しない者で 

あること。 

2. 入札説明書 3.(2)に定める各号のいずれにも該当しない者であること。 

（各号のいずれかに該当する場合には、その旨を契約担当役に申し入れること。） 

3. 契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

 4. 契約担当役が入札説明書３.（16）に定める暴力団員等に関係する者でないこと。 



別紙７

令和元年○○月○○日

宇部工業高等専門学校
　契約担当役　事務部長　大西　由喜男　殿

（競争加入者）
住　所 　山口県宇部市常盤台2丁目14-1
氏　名 　宇部工業高等専門学校

　代表取締役　○○○○　印

　弊社は，一般競争入札に関する宇部工業高等専門学校公告（令和元年11月28日付け
「英語eラーニング教材ソフトウェア　　一式」）について，アフターサービスメンテナンス体制を下記の
とおり整備し，万全を期していますことを証明いたします。

記

住所
担当部署
電話番号

販売代理店
○○○○

メーカー
○○○○

住所
担当部署
電話番号

障害発生
連絡

障害対応（一
次）

障害対応（困難）

宇部工業
高等専門学校

アフターサービスメンテナンス体制　証明書

- 23-1 -



別紙８

令和   年  月  日 

誓約書の提出について 

宇部工業高等専門学校 

契約担当役 事務部長 大西 由喜男 殿 

                   住    所 

                     商号又は名称 

                              代 表 者                印 

入札説明書 ３ (15)に定める誓約書の提出については下記のとおりです。 

１．誓約書の提出               可   ・    不可 

２．不可の場合の理由 

注１）原則，誓約書の提出が必要だが，提出不可の場合，その理由によっては競争参加資格

を認める。 

注２）平成３０年度以降，本発注者に対し，すでに誓約書を提出済みの場合は，その旨申し

出ること。  











別紙９

個人情報管理状況等確認書

 当社（当法人）は，独立行政法人国立高等専門学校機構又は機構が設置する貴学校との契約におい

て，「独立行政法人国立高等専門学校機構個人情報取扱業務契約遵守事項（以下，「遵守事項」とい

う。」）を理解のうえ，遵守事項第２第２項にもとづき，下記のとおり提出します。

    年  月  日

独立行政法人国立高等専門学校機構 理事長 殿

 ※適宜修正の上，使用願います。

記

１ 契約名：

２ 受託者名：

① 当社（当法人）における責任者

（所在地）

（社名等）

（責任者所属職名）

（責任者氏名） 印

② 当社（当法人）における業務従事者の管理及び実施体制

 （管理・実施体制表等の提出でも可）

③ 当社（当法人）における個人情報の管理の状況についての検査に関する事項

 （管理状況検査内規等の提出でも可）

※「個人情報管理状況等確認書」は当該契約書に添付すること。


